
改定理由

中分類33－電気業

331 電気業 331 電気業

（新設） 3311 発電業
「電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）」の改正
に伴う電気事業者の類型の見直しを踏まえるとともに、
現行の事業実態に即したものにするため変更

（新設） 3312 送配電業
「電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）」の改正
に伴う電気事業者の類型の見直しを踏まえるとともに、
現行の事業実態に即したものにするため変更

（新設） 3313 電気小売業
6099 「他に分類されないその他の小売業」に分類され
ているものを(新設)3313「電気小売業」へ移動

（新設） 3314 電気卸供給業
5599 「他に分類されないその他の卸売業」に分類され
ているものを（新設）3314「電気卸供給業」へ移動

3311 発電所 （廃止） 電気事業者の類型の見直しを踏まえた改定により廃止

3312 変電所 （廃止） 電気事業者の類型の見直しを踏まえた改定により廃止

※ 分類対象を含めて変更があった分類名を青色で着色している。

分類項目新旧対照表

【大分類Ｆ－電気・ガス・熱供給・水道業】

現行 分類番号及び分類名称 改定素案 分類番号及び分類名称
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